
議案第１３号 

君津市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 君津市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 

平成２７年８月５日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

新たに君津市立公園として俵田駅前公園を設置するため、君津市立公園の設置及び管理

に関する条例（平成５年君津市条例第２１号）の一部を改正しようとするものである。 



君津市条例第  号 

君津市立公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

君津市立公園の設置及び管理に関する条例（平成５年君津市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

俵田駅前公園 〃  俵田１６４２番５ 

附 則 

 この条例は、平成２７年９月１日から施行する。 



君津市立公園の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

別表第１（第３条第１項） 別表第１（第３条第１項） 

名称 位置 

省略 

額田公園 〃  糠田１８１番９１ 

俵田駅前公園 〃  俵田１６４２番５ 

名称 位置 

省略 

額田公園 〃  糠田１８１番９１ 

備考 省略 備考 省略 


